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｜令，割匡7月§｡ !火》午前｣0時｡日時

総局会議室

堀田事務総長、小野寺総務局長､徳岡

事局長兼行政局長、吉崎刑事局長、手

課長、染谷審議官兼情報政策課長､後

場所

長、門田民

課長兼広報

席出
者

人事局長、氏本経理局

嶋家庭局長、板津秘書

藤審議官

1 情報通信技術の進展等に対応する

審議会への諮問について ”

吉崎刑事局長説明(資料第’）

ための刑事法の整備に関する法制議事

I

｜

｜
’
2犯罪収益等の没収に関する法制審議会への諮問について
吉崎刑事局長説明(資料第1）

知的財産権訴訟研究会の開催についてQ
J

門田行政局長説明（資料第2）

4 知的財産権関係事件担当専門委員実務研究会の開催について

門田行政局長説明（資料第3）
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事務総局会議資料津｜
《7月ざ日麗僅）

(令和4． 7． 5刑事局）I

配付資料目録

(情報通信技術の進展等に対応するための刑事法の整備に関する法制審議会へ

の諮問について)

諮問第122号

｛

(犯罪収益等の没収に関する法制審議会への諮問について）

諮問第1"23号

I
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諮
問
第
百
二
十
二
号

必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
法
整
備
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
御
意
見
を
承
り
た
い
。
↓

三
一
及
び
二
の
実
施
を
妨
げ
る
行
為
そ
の
他
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
に
伴
っ
て
生
じ
る
事
象
に
対
処
で
き
る
よ
う
に
す

二
刑
事
手
続
に
お
い
て
対
面
で
行
わ
れ
る
捜
査
・
公
判
等
の
手
続
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つ
い
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、
映
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・
音
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送
受
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行
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事
手
続
に
お
い
て
取
り
扱
う
書
類
に
つ
い
て
、
電
子
的
方
法
に
よ
り
作
成
も
管
理
・
利
用
す
る
と
と
も
に
、
オ
ン
ラ

近
年
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事
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刑
事
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諮
問
第
百
二
十
三
号

改
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
別
紙
要
綱
（
骨
子
）
に
つ
い
て
御
意
見
を
承
り
た
い
。

近
年
に
お
け
る
犯
罪
収
益
等
の
実
情
等
に
鑑
み
、
犯
罪
収
益
等
と
し
て
没
収
す
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こ
と
が
で
き
る
財
産
の
範
囲
を
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別
紙

く
は
動
産
又
は
金
銭
債
権
で
な
い
と
き
も
、

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
財
産
陸

要
綱
（
骨
子
）
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事務総局会議資輯津ユ
《 7月さ日開催）

(令和4． 7． 5行一庶印）

I

知的財産権訴訟研究会開催要領

知的財産高等裁判所

令和4年11月17日 （木）の午後（半日）

知的財産高等裁判所（ただし、ウェブ会議等を用いて出席者の所

属庁と知的財産高等裁判所を接続する方法により参加することも

認める。 ）

知的財産権訴訟について考慮すべき実務上の諸問題

知的財産高等裁判所の各部の部総括裁判官及び陪席裁判官1人並

びに大阪高等裁判所､東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の知的

財産権関係事件を担当する各部の部総括裁判官及び陪席裁判官1

人（知的財産高等裁判所は8人、大阪高等裁判所は2人､東京地

主
期
場

催
日
等

Ｑ
ｐ
所

1

（
〉
〈
］
Ｉ
ハ
ペ
〕

研究事項

出席者

４
５

I

方裁判所は8人、大阪地方裁判所は4人） 合計 22人

1



癖解宅謡料淳＄
(令和4． 7． 5行一庶印）

I

知的財産権関係事件担当専門委員実務研究会開催要領

知的財産高等裁判所

令和4年12月7日（水）の午後（半日）

知的財産高等裁判所（ただし、ウェブ会議等を用いて出席者と知

的財産高等裁判所を接続する方法により参加することも認め

る。 ）

知的財産権関係事件における専門委員の関与の在り方

(1)知的財産高等裁判所の裁判官並びに東京地方裁判所及び大阪

地方裁判所の知的財産権関係事件を担当する裁判官（東京地方

裁判所は8人、大阪地方裁判所は5人）

(2) 東京高等裁判所の知的財産権関係事件担当の専門委員（知的

財産権関係事件に関与したことがある者及び本研究会への出席

主 催１
２
３
期:： 日

場所等

研究事項

出席者

４
５

を希望する者で東京高等裁判所の定める者）

1

／

1
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1 日時|令和4年7 月12日 （火）午前10時00分～午前11時15分 ’－≠…_"←…一…__""一一‐…ョ 丘 － ‐ … ‐------ ----斗

場所|総局会議室
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長、小野寺総務局長､福島人事局総務課長、氏本経理局長、

長兼行政局長、吉崎刑事局長、手嶋家庭局長、板津秘書課長

､染谷審議官兼情報政策課長、後藤審議官

出席

者

堀田事務総長

門田民事局

兼広報課長、 」

’1 裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱等に

基づく事務の実施状況について．

板津秘書課長説明(資料第1）

2裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁

判所に申出がなされた不服の処理状況について

小野寺総務局長説明（資料第2）

3 人事事務打合せ（高裁人事課長）の開催について
福島人事局総務課長説明（資料第3）

4裁判官の育児休業に関する規則の一部を改正する規則について

福島人事局総務課長説明（資料第4）

5 経理関係等事務打合せ（高裁事務局次長）の開催について

氏本経理局長説明（資料第5）

6経理事務打合せ（高裁会計課長）の開催について ：

氏本経理局長説明（資料第6） ＆

7 令和4年度調停運営協議会の開催について

手嶋家庭局長及び門田民事局長説明（資料第7）

8 児童福祉法等の一部を改正する法律の成立について

手嶋家庭局長説明
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【配布資料】
〆一

事務総局会議資料竿｜
《 r7月IZ日開催）

裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要

綱等に基づく事務の実施状況について

(期間：令和S年4月1日から令和4年3月31日まで）

1 開示申出等に関する事務の実施状況について

(1) 司法行政文書開示

申出件数最高裁1070件（前年度1143件）

下級裁フ49件（前年度 730件）

終局件数最高裁1 1フ2件下級裁フ1 1件

全部又は一部開示の判断最高裁84B件下級裁435件

全部不開示の判断 最高裁314件下級裁256件

取下げ等 最高裁 10件下級裁 20件

（2） 保有個人情報開示

申出件数最高裁 12件（前年度 16件)

下級裁101件（前年度59件）

終局件数最高裁 1 1件下級裁B2件

全部又は-宇部開示の判断最高裁S件 下級裁4フ件

全部不開示の判断 最高裁3件 下級裁34件

取下げ等 最高裁o件 下級裁 1件

、 ノ

2 苦情申出に関する事務の実施状況について

（1） 苦情申出件数 121件（原判断庁最高裁60件（うち保有

級裁61件（うち保有個10件) ) （前年度 Bフ件）

（2） 情報公開・個人情報保護審査委員会に諮問した件数 120件

（3） 答申件数 1 19件

(うち保有個S件） ､下
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事務総局会譲壷料津塾
（ 7月Iユ日鹿側

総局会議配布資料

(令和4． 7． 12総一印）

裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して

最高裁判所に申出がなされた不服の処理状況

（令和3年4月1日～令和4年3月31'日）

1 不服の総処理件数

124件

2長官決裁による処理

0件

3局長等による専決処理状況

（1）処理件数 124件

（2）処理結果

監督権不行使 124件

（3）概要：別添のとおり

（局課別内訳）

秘書課2件､人事局2件､経理局3件、民事局

件、行政局40件、家庭局27件

’ （態様内訳）

裁判事務関係 107件、司法行政事務関係17件

（4）特徴的態様

申出人の類型としては、個別事件における訴訟指揮、

への不服等事件当事者からのものが94パーセント （1

43件、刑事局 7

判断内容《職員の対応
凸 0

17件）を占める。

0



(別添）裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申出がなされた不服の専決処理等

処理結果 備考申出人類型 対象事務 処理類型担当局課 対象職員 不服の内容 処理日

秘書課 当事者 司法行政事務 監督権不行使不特定 局長等専決1 R3.5.13
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秘書課 当事者 司法行政事務 事務官 局長等専決 監督権不行使2 R3.12.6
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担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

裁判事務民事局 当事者 裁判官 局長等専決 監督権不行使9 R3.5,6

民事局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使10 R3,5.12
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申出人類型 処理結果 備考対象事務 不服の内容 処理日 処理類型担当局課 対象職員

当事者 裁判事務 局長等専決 監督権不行使民事局 裁判官 R3,6.2817

息繍
『毛

､壺壷

ザー 垂較

4藤蕊
醗
齢
謡
ｊ

蕊
鐸全憩呵】幸彊、韓一

癖
一
画
矩
》

,
毛曾式

号や－ ． －

零、龍F霊､'常
.､ ユ ーも

己万歳､ ＝

民事局 裁判事務 監督権不行使弁護士 局長等専決 対象職員は裁判官及び書記官その他18 R3.7.5恥

塗篭難蕊；
4－

テ ザリj屋 蝉 ‘、 _ p ‐ _,堂鞍全f茸哩愚

却 ﾛ 心
上寺 ､了 F

絶 麺掌 ～X,

堺ﾛ 、迅堀も 一一 み､ や時 7画 嘩

R遮 ﾕ 、少 淳舎心
室 _ ■ も － 0 厚み ･
璽星.:-基‘墨窟包些蓮烏､冒宰塞護

写芽

一

議
畠員

寸

D式

j零
日もソ

貝

咽
凹

由
可

い
ぶ

ｒ
〕

一
一一

民事局 当事者 裁判事務 その他 局長等専決 監督権不行使 対象職員は裁判官及び書記官R3.8.219
､E J ■

畦 f下 ＝

_｡ - 1 J f五・ - ｡ 、ム
缶

一 q 句

皐蓋壁土≦､－1t．-對鑿詮 ＝－，．達垂圭笙f（

其….ヤマ

藩§
，今． Z，
抄f里

P＆

鋪‘

恥今や。

首 冬や ､訴

や… F 町

勘

~

当事者 裁判事務 局長等専決 監督権不行使民事局 裁判官 せ ’ や r 虹 沙 ﾛ倭 ､＝ , 号 ,与 一 J

ﾖP 弓､ 夢 ･P , ,ご･←『 、毎ざ

逢垂畢蕊産金皇尋』崖、“壁蔓畢遥…蕊__雲塞≦錘評

20 R3.8.2

鋒
織
睡
謎

¥欝鐸
記 雲 やキ帝

鞠P方醗遺一
, ‘夛妥廿雪． ｡

.乱

ig缶 竜
ザ

ル

兎
一
手

即
ず

当事者 裁判事務民事局 裁判官 局長等専決 監督権不行使21 R3.9.1

蕊
2 三 曇･ﾛ廷 ． 列． 等 禽画き ･ "& &･ - = 4 Z I " ~･ ､ﾒﾑ
ｶ r Fd p b ,ロ ﾛぴt 』

基』筌錘慧違圭豊息遙塞怨挙哩雪雲f踊竺塗蕊圭遷_華謹垂-'‘患皇皇馨謡

心 f捧吾

蕊令斗厘避毎昌
民事局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使22 R3.9.1

裁判事務民事局 当事者 その他 局長等専決 監督権不行使 対象職員は裁判官及び書記官23 R3.9.6

霞
塑勺- .

淵 爾 .

遥 ､ 紗

息皇謹ま…一ｺ葦皇…皇品盈.亀星雲墨雲琴L…－．号。￥‐ ‐_…_一
幸

君
畦

民事局 弁護士 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使24 R3.9.6

3



備考処理類型 処理結果不服の内容 処理日申出人類型 対象事務 対象職員担当局課
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備考処理結果処理類型処理日不服の内容担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員
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担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 処理類型 処理結果 備考不服の内容 処理日
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、

備考申出人類型 対象事務 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果担当局課 対象職員

対象職員は裁判官及び調停委
員
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℃

処理類型 処理結果 備考担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日
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備考処理類型 処理結果不服の内容 処理日担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員

と ？」局長等専決 監督権不行使当事者 裁判事務行政局 裁判官 R3.6.465

’局長等専決 監督権不行使裁判事務当事者 裁判官行政局 R3.6.466
盛畠罐 g空色上;窪§－ 盆 0. 墓

罫を鼻。 .. ‐ い、≦・ ち、 ユ さ一堂

､＃ ‘ 』s獣羅
や 二口

グミ曙，…ず鍾fw - - ' '
、 七

挺 へ． －

蕊Ｌ
Ｙ
手

写
■
℃

ユ

中

釜
､

局長等専決 監督権不行使裁判事務当事者 裁判官行政局 R3.6.2567

諺, 、弓声 I←畠f-"~､:1 1 ．零

_そ､塁:､金一zLL蕊.…』､＝t苧 世
ニユ 悌乞 ﾆュー L舎廷一 考二王へ ｰ‘4誕生一弓全塞

話
画
一
や
母
、
争
晶
一
一
鐸

諏
．
す
》
今
▽
Ｊ

↑
。
毎
心
一
々
容
麺
．
“
迅
少
》

恥
玲
甥
廿
ざ

“
名
手
会
卑
よ

“
報
一
・
鼻
一
審
’
達

子芋

■』

尾
‐
，
賢

蜜

語
元

逆
圭
勾
一

三
一
垂
三

ｋ

》
夜
か

》
・
岸
ｆ
ゴ
ー
》
恥
昌
岩

』か
百

七
・
Ｆ
・
恥

宇

斗
解
準
』
且

“
亀
、
仁
』
１
浄
塞

発
色
ざ
ｌ
、
蕊
瀧

口
学
』
，
旦
吊
《
』
。

孟句

悪

．
割
雷
↑
ゞ
桝
裁
緯

“
甲
Ｐ

1蝉箪
監督権不行使司法行政事務 局長等専決当事者行政局 その他 R3.7.968

ｒ

和

誼是枠 －塁季一蒔名才守毛予

、
守

▲

局長等専決 監督権不行使当事者 裁判事務 裁判官行政局 R3.7.969

言 一J両‘ ロ、 、タ

ー濃識篭蕊息急′蕊瑳蓬蔑鑑壁菅蕊』

･琴蕊"基､ ､γ 虞､ ‘｡ ｡噌灘王 窓､ … ‐ 套 琶 、盛

.. _ゞ 寺ノ ” ず.‐ ‘ ・ 毎”噌一._､錨. ､薮 も ‘宝‘鵠当 “ょ善
，｡.← 2，_もJ‘ニ ダー｡.v覇 4 : 〆､ｮ,雷

＆ 、-~手毫‘･慧撰､霞:鐸毒.ご･ ：堰恵 。§、 ”… 、
ざ . 、

主息爆舞為惑‘kz皇らX溢窪骨藩謹嬉会､墜冨菫謹醜鳶壷

局長等専決 監督権不行使裁判事務行政局 当事者 その他 対象職員は裁判官及び書記官R3.7.1270

旨A4 報.｡
L

f 嘩己
型

チモ字す 醤
す
『
１
昏

心

匠
浸
な

対象職員は裁判官及び書記官
対象事務には司法行政事務を
含む

当事者 裁判事務 局長等専決 監督権不行使その他行政局 R3.8.271

今 ■
ｰ両

手 尋 ､一&

”塁“_奉蕊鑓ゞ……曇澤
L

を謹墨な

蕊
:一 稗

驚夕
■
一
や

も
▲

■

■
■

凸 毛 F呂 一

驚
七一

~q

対象事務には司法行政事務を
含む

局長等専決 監督権不行使当事者 裁判事務 裁判官行政局 R3.8.1772

星野 二 ・ ・㎡．

9

'弓〆 =ﾏ手拶



備考処理結果処理類型処理日,担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容
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処理類型 処理結果 備考不服の内容 処理日申出人類型 対象事務 対象職員担当局課

対象事務には司法行政事務を
含む
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処理結果 備考処理類型処理日不服の内容申出人類型 対象事務 対象職員担当局課
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備考処理類型 処理結果申出人類型 対象事務 不服の内容 処理日対象職員担当局課
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処理結果 備考処理類型処理日不服の内容申出人類型担当局課 対象事務 対象職員

監督権不行使 対象職員は裁判官及び書記官局長等専決家庭局 当事者 裁判事務 その他 R3.7.13105

対象職員は裁判所職員及び調
停委員

|顎脅基』ご墨聖;禽毒霊固裳墓童型
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処理類型 処理結果 備考不服の内容申出人類型 対象事務 対象職員 処理日担当局課
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申出人類型 処理結果 備考対象事務 不服の内容 処理日 処理類型担当局課 対象職員

家庭局 当事者 裁判事務 局長等専決 監督権不行使裁判官121 R4.2.3

家庭局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使122 R4.2.16
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事務総局会議資料津3
（ワ．月1ユ曰開催）

(令和4． 7‘ 12人総）

人事事務打合せ（高裁人事課長）の開催

最高裁判所

令和4年10月20日 （木）

ウェブ会議を用いて、最高裁判所と各高等裁判所（支部を除く。 ）

を接続する方法により開催する。

（1） 人事上の諸問題について

(2) その他 ′

高等裁判所事務局の人事課長及び人事課企画官、人事課課長補佐

主 催

期 日

開催方法

１
２
３

協議事項‘4

ノ

出席者5

又は人事課専門官のうちいずれか1人

合計 16人

I
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事務総局会議資料琳
（ ′7月イユ臼開催） リ

1

(令和4． 7. 12人事局）

裁判官の育児休業に関する規則の一部を改正する規則

＜資料目録＞ I

寺

1： 裁判官の育児休業に関する規則の一部を改正する規則案
へ

同制定理由

同新旧対照条文
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デ琴聲残篭料季，

(令和4． 76 12経監）

経理関係等事務打合せ（高裁事務局次長）の開催について

主
期
場

最高裁判所

令和4年9月SO日 （金）

ウェブ会議の方法により，最高

く。 ）を接続して開催する。

経理行政等事務全般の連絡協議

最高

催
日
所

１
２
３ 裁判所と各高等裁判所 (支部を除

’
ノ

協議事項

出席者

４
５ 各高等裁判所事務局次長 8人



亨琴替賎謂料等‘

）

(令和4． 7． 12経監）

経理事務打合せ（高裁会計課長）の開催について

1

1 最高裁判所

令禾ﾛ4年10月21日 （金）

ウェブ会議の方法により，最高裁判所と各高等裁判所（支部を除

く。 ）を接続して開催する。

経理行政事務全般の連絡協議

高等裁判所事務局の会計課長､管理課長及び会計課企画官､会計

主
期
‐
場

催
日
所

！

２
３

協議事項

出席者

４
５

課課長補佐又は会計課専門官のうちいずれか1人
１
１

｛

I

ノ

I



事務総局会議資料津ウ
（ 7月（ユ日開侭）

(令和4．7． 12家二印）

調停運営協議会の開催について

各高等裁判所

令和4年10月から12月までの間の1日

各高等裁判所（ただしく ウェブ会議等を用いて出席者が所在する裁

判所と高等裁判所を接続する方法により参加することも差し支えな

い。 ）

民事調停及び家事調停の運営に関し考慮すべき事項

各地方裁判所又は管内の簡易裁判所の民事調停委員及び各家庭裁

判所の家事調停委員 若干人

(1)各高等裁判所の事務局長又は事務局次長、開催地にある地方

裁判所及び家庭裁判所の長並びに開催地にある地方裁判所､家

庭裁判所及び簡易裁判所の調停担当裁判官： 各1人

なお、各庁の実情に応じて、家庭裁判所調査官を参列させる

ことも差し支えない6

(2) 日本調停協会連合会の理事長、副理事長又は事務局長たる調

停委員 若干人

催
日
等所

主
期
場

１
２
３

項
員
講
議
協
協

４
５

／

参列員6

I



I

事務総局会議(第21回)議事録

Ｆ
Ｉ
Ｉ

－

，

Ｉ

ｒ

ｌ

ｌ

ｒ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

４

、

１

１

１

１

１ ‐ ‐¥－－－－－-----1

令和4年T月19日 （火）午後2時00分～午後2時20分
－－－－-'-. ----- L－－－.‐‐ －－ －－ －－－－－－一…--..-‘…_－－…_._－－－－－－－－－.__-----.-__ －－－－－－－1

､ ｜
総局会議室
---－－‐___…__ "_"一一一_…－－－－－－－－－－-----------;一息一:_－－－－_-_j

』堀田事務総長､小野寺総務局長徳岡人事局長､氏本経理局長､砦井民

』事局第~課長吉崎刑事局長; '戸荊家庭局第一課長板津秘書課長兼広1報課長染谷審議官兼情報政策課長、後藤審議官
_ -,.-. - .--.←-.- --,-----－--.-一 _一一-------.-- ,--－－．－－－ －._ ___－－ ． __----.----『---- -園-.. ---,.-. . ."._ . .--」

･－､~一

日時
’

I

場所

席出
者

1 日本司法支援センター監事の任命について

小野寺総務局長説明（資料第1）

2裁判所の事件に関する保管金等の取扱いに関了す

議事

る規程等の一部を改

正する規程について ｜
’

小野寺総務局長説明（資料第2）1

I

】

i

I

I

｜

｜
I

｜

’

’

’

I

1 1

1｜

’ 1｢

| -－と'- ---
｜

|結果|◎

14
’

’，

｜

裁判官会議付議 1， 2

一 一 ﾛ ｰｰｰｰ ､ ,1, , ｡ b･ ､ー~ 三一一一言一一 マーーーー

●板 津 正秘書課長



I

事務総局会謬資料津’
（ 7月’9日開催）

(令和4． 7. 19総務局第一課）

日本司法支援センター監事の任命について

配布資料目’録

法務大臣からの日本司法支援センター監事の任命に係る求意見書 (令和4年7月4日

付け法務省司司第389号）

1

｛

1

、

～

I



【事務総局会議配布資料】

法務省司司第389号

令和4年7月4日

最高裁判所長官戸倉 郎殿
一
一
一

法務大臣古川禎久

（公印省略）

日本司法支援センター監事の任命について

日本司法支援センター監事につきましては、同センゼターの第4期中期目標期

間の最後の事業年度である令和3年度についての財務諸表承認日（本年8月下

'旬予定）をもって任期満了となるところ、下記の者を任命したいので、総合法

律支援法第24条第3項の規定に基づき最高裁判所の意見を求めます。

記

二
也

孝
善

並
橋

松
高

ダ

「

（
、



【事務総局会議配布資料】

事務総局会議資料津ユ
（7月(？日開催）

(令和4． 7． 19総務局）

裁判所の事件に関する保管金等の取扱いに関する規程等の

一部を改正する規程について

（配布資料目録）

1裁判所の事件に関する保管金等の取扱いに関する規程等の一部を改正する規程

案

2裁判所の事件に関する保管金等の取扱いに関する規程等の一部を改正する規程

の理由案

3裁判所の事件に関する保管金等の取扱いに関する規程等の－部を改正する規程

新旧対照条文

1

、

､

’



最
高
裁
判
所
規
程
第

第
二
条
押
収
物
等
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
裁
判
所
の
事
件
に
関
す
る
保
管
金
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
三
号
）
の
一

４
△
■
■
■

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

し
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
記
名
押
印
し
て
」
を
［
記
名
し
て
」
に
改
め
る
。

（
裁
判
所
の
事
件
に
関
す
る
保
管
金
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

（
傍
受
の
原
記
録
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

（
押
収
物
等
取
扱
規
程
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条
第
二
項
中
「
認
印
し
て
」
を
「
確
認
し
た
旨
を
適
宜
の
方
法
で
明
ら
か
に
し
て
」
に
改
め
る
。

。

第

八

条

第

一

項

中

「

認

印

し

て

」

を

「

受

領

し

た

・

旨

を

適

宜

の

方

法

で

明

ら

か

に

し

て

」

に

改

め

る

。

０
’
０
り
り

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
記
名
押
印
し
て
」
を
「
記
名
し
て
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
記
名
押
印
し
」
を
「
記
名

裁
判
所
の
事
件
に
関
す
る
保
管
金
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

号

（
令
和
四
・
七
・
一
九
総
三
印
）

－

）



第
三
条
傍
受
の
原
記
録
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
八
月
一

●

０

第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
！
「
認
印
し
て
」
を
「
受
領
し
た
旨
を
適
宜
の
方
法
で
明
ら
か
に
し
て
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
認
印
員
を
：
「
確
認
」
に
改
め
る
。

附

則
I

（

日
か
ら
施
行
す
る
。

）
I

、

く

I

ヘ

一
一



規
程
及
び
傍
受
の
原
記
録
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

。
｝
●

制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

押
印
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
に
伴

理
由

口

｝

し、
、

ー

裁
判
所
の
事
件
に
関
す
る
保
管
金
等
の
取
扱
い
に
閨
す
る
規
程
、
押
収
物
等
取
扱

I ，

Ｉ

1

､息

）

ノ

ゾ

『

こ
れ
が
、

〈

こ
の
規
程
を



（
受
入
れ
）
（
受
入
れ
）

第
五
条
係
書
記
官
は
、
当
事
者
そ
の
他
の
関
係
人
が
保
管
第
五
条
係
書
記
官
は
へ
当
事
者
そ
の
他
の
関
係
人
が
保
管

金
又
は
保
管
有
価
証
券
を
提
出
す
べ
き
場
合
に
お
い
て
、
・
金
又
は
保
管
有
価
証
券
を
提
出
す
べ
き
場
合
に
お
い
て
、

受
入
れ
に
閨
す
る
事
務
を
取
り
扱
う
と
き
は
、
次
に
掲
げ
受
入
れ
に
関
す
る
事
務
を
取
り
扱
う
と
き
は
、
次
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

｜
別
に
定
め
る
保
管
金
提
出
書
又
は
政
府
保
管
有
価
証
一
ゞ
別
に
定
め
る
保
管
金
提
出
書
又
は
政
府
保
管
有
価
証

券
取
扱
規
程
（
大
正
十
一
年
大
蔵
省
令
第
八
号
）
第
五
券
取
扱
規
程
（
大
正
十
一
年
大
蔵
省
令
第
八
号
）
第
五

第
一
条
関
係
ｌ
裁
判
所
の
事
件
に
関
す
る
保
管
金
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
三
号
）

裁
判
所
の
事
件
に
関
す
る
保
管
金
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対
照
条
文

〕

新

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

－1－



’

Ｉ

二
保
管
金
提
出
書
に
記
名
し
、
こ
れ
に
保
管
金
振
込
書

０
■
■
■
■
ｌ
■
ｌ
■
■
■
１
１
■
■
■
■
■
■
－
●

記
名
し
て
提
出
者
に
交
付
し
、
こ
れ
に
現
金
又
は
有
価

条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
府
保
管
有
価
証
券
提
出
書
に

、
又
は
前
号
の
政
府
保
管
有
価
証
券
提
出
書
に
記
名
し

、
こ
れ
に
政
府
保
管
有
価
証
券
払
込
書
を
添
え
て
提
出

書
を
添
え
て
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
に
提
出
さ
せ

振
り
込
ま
せ
、
当
該
保
管
金
提
出
書
に
保
管
金
領
収
証

を
添
え
て
提
出
者
に
交
付
し
、
保
管
金
を
日
本
銀
行
に

証
券
を
添
え
て
出
納
官
吏
等
に
提
出
さ
せ
る
方
法

上
■
■
口
守
有
価
証
券
払
込
済
通
知
書
を
添
え
て
保
管
有
価
証
券
取

扱
主
任
官
に
提
出
さ
せ
る
方
法
，

者
に
交
付
し
、
保
管
有
価
証
券
を
日
本
銀
行
に
払
い
込

ま
せ
、
当
該
政
府
保
管
有
価
証
券
提
出
書
に
政
府
保
管

‐

二
保
管
金
提
出
書
に
記
名
押
印
し
、
こ
れ
に
保
管
金
振

記
名
押
印
し
て
提
出
者
に
交
付
し
、
こ
れ
に
現
金
又
は

有
価
証
券
を
添
え
て
出
納
官
吏
等
に
提
出
さ
せ
る
方
法
、

口
名
押
印
し
、
こ
れ
に
政
府
保
管
有
価
証
券
払
込
書
を
添

条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
府
保
管
有
価
証
券
提
出
書
に

政
府
保
管
有
価
証
券
払
込
済
通
知
書
を
添
え
て
保
管
有

、

価
証
券
取
扱
主
任
官
に
提
出
さ
せ
る
方
法

行
に
振
り
込
ま
せ
へ
当
該
保
管
金
提
出
書
に
保
管
金
領

収
証
書
を
添
え
て
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
に
提
出

さ
せ
、
又
は
前
号
の
政
府
保
管
有
価
証
券
提
出
書
に
記

え
て
提
出
者
に
交
付
し
へ
保
管
有
価
証
券
を
日
本
銀
行

込
書
を
添
え
て
提
出
者
に
交
付
し
、
保
管
金
を
日
本
銀

に
払
い
込
ま
せ
、
当
該
政
府
保
管
有
価
証
券
提
出
書
に

－2－



第
八
条
保
管
物
主
任
官
は
、
係
書
記
官
か
ら
民
事
保
管
物

２
（
略
）

Ｊ一
一
一ば

な
ら
な
い
。

事
項
を
記
入
し
、
受
払
簿
に
受
領
し
た
旨
を
適
宜
の
方
法

確
認
し
た
上
、
別
に
定
め
る
民
事
保
管
物
原
簿
に
所
要
の

四
（
略
）

及
び
受
払
簿
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
品
目
等
を

で
明
ら
か
に
し
て
、
こ
れ
を
係
書
記
官
に
返
還
し
な
け
れ

（
保
管
） 保

管
金
提
出
書
に
記
名
し
て
提
出
者
に
交
付
し
、
国

０

庫
内
の
移
換
の
手
続
に
よ
り
保
管
金
を
日
本
銀
行
に
払

出
納
官
吏
に
提
出
さ
せ
る
方
法

い
込
ま
せ
、
当
該
保
管
金
提
出
書
を
歳
入
歳
出
外
現
金

（

三
保
管
金
提
出
書
に
記
名
押
印
し
て
提
出
者
に
交
付
し

、
国
庫
内
の
移
換
の
手
続
に
よ
り
保
管
金
を
日
本
銀
行

に
払
い
込
ま
せ
、
”
当
該
保
管
金
提
出
書
を
歳
入
歳
出
外

現
金
出
納
官
吏
に
提
出
さ
せ
る
方
法

四
（
同
上
）

２
（
同
上
）

（
保
管
）

第
八
条
保
管
物
主
任
官
は
、
係
書
記
官
か
ら
民
事
保
管
物

及
び
受
払
簿
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
品
目
等
を

確
認
し
た
上
、
別
に
定
め
る
民
事
保
管
物
原
簿
に
所
要
の

事
項
を
記
入
し
、
受
払
簿
に
認
印
し
て
、
こ
れ
を
係
書
記

官
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

I

」

－3－
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～

第
二
条
関
係
Ｉ
押
収
物
等
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
）

（
仮
出
し
）
‐
，
Ⅲ
（
仮
出
し
）

第
十
二
条
（
略
）
第
十
二
条
（
同
上
）

２
押
収
物
主
任
官
は
、
前
項
の
仮
出
票
の
送
付
を
受
け
た
２
押
収
物
主
任
官
は
、
前
項
の
仮
出
票
の
送
付
を
受
け
た

と
き
は
、
、
別
に
定
め
る
仮
出
簿
に
所
要
の
事
項
を
記
入
し
・
と
き
は
、
別
に
定
め
る
仮
出
簿
に
所
要
の
事
項
を
記
入
し

３
．
４
（
略
）

’
○

、
仮
出
票
に

て
こ
れ
を
保
管
物
主
任
官
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

確
認
し
た
旨
を
適
宜
の
方
法
で
明
ら
か
に
し

新

ノ

３
．
４
（
同
上
）

、
仮
出
票
に
認
印
し
て
こ
れ
を
保
管
物
主
任
官
に
送
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

旧

｝

－5－I
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（
刑
受
入
れ
）
：
（
受
入
れ
）

第
五
条
傍
受
の
原
記
録
の
受
入
れ
を
す
べ
き
場
合
に
は
、
第
五
条
傍
受
の
原
記
録
の
受
入
れ
を
す
べ
き
場
合
に
は
、

係
書
記
官
は
、
そ
の
種
類
等
を
確
認
し
・
た
後
、
最
高
裁
判
係
書
記
官
は
、
そ
の
種
類
等
を
確
認
し
た
後
、
最
高
裁
判

所
が
別
に
定
め
る
傍
受
の
原
記
録
等
整
理
票
（
以
下
「
整
所
が
別
に
定
め
る
傍
受
の
原
記
録
等
整
理
票
（
以
下
「
整

理
票
」
と
い
う
。
）
に
所
要
の
事
項
を
記
載
し
た
上
、
こ
理
票
」
と
い
う
○
）
に
所
要
の
事
項
を
記
載
し
た
上
、
こ

れ
を
傍
受
の
原
記
録
と
と
も
に
原
記
録
保
管
裁
判
官
に
提
ゞ
れ
を
傍
受
の
原
記
録
と
と
も
に
原
記
録
保
管
裁
判
官
に
提

、

第
三
条
関
係
ｌ
傍
受
の
原
記
録
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
七
号
）

２
（
略
）

Ｉ

示
し
、
整
理
票
に
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
管
）

新

示
し
、
整
理
票
に
認
印
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
同
上
）

（
保
管
）

I

旧

1

）
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I

第
七
条
保
管
物
主
任
官
は
、
係
書
記
官
か
ら
傍
受
の
原
記

録
及
び
整
理
票
の
送
付
を
受
け
た
場
合
に
は
へ
傍
受
の
原

記
録
の
種
類
等
を
確
認
し
た
上
、
最
高
裁
判
所
が
別
に
定

め
る
傍
受
の
原
記
録
等
原
簿
に
所
要
の
事
項
を
記
載
す
る

を
係
書
記
官
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

３
（
略
）

２
保
管
物
主
任
官
は
、
係
書
記
官
か
ら
対
応
変
換
符
号
及

び
整
理
票
の
送
付
を
受
け
た
場
合
に
は
、
傍
受
の
原
記
録

等
原
簿
に
所
要
の
事
項
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
整
理
票

ら
な
い
。

ら
か
に
し
て
、
こ
れ
を
係
書
記
官
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な

と
と
も
に
、
整
理
票
に
受
領
し
た
と

テ
」Ｉ

受
領
し
た
旨
を
適
宜
の
方
法
で
明
ら
か
に
し
て

日
を
適
宜
の
方
法
で
明

Ｊ
ｆ
、

、

こ

れ

0

第
七
条
保
管
物
主
任
官
は
、
係
書
記
官
か
ら
傍
受
の
原
記

３
（
同
上
）

２
保
管
物
主
任
官
は
、
係
書
記
官
か
ら
対
応
変
換
符
号
及

録
及
び
整
理
票
の
送
付
を
受
け
た
場
合
に
は
、
・
傍
受
の
原

等
原
簿
に
所
要
の
事
項
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
整
理
票

と
と
も
に
へ
整
理
票
に
認
削
剥
叫
可
、
こ
れ
を
係
書
記
官
に

め
る
傍
受
の
原
記
録
等
原
簿
に
所
要
の
事
項
を
記
載
す
る

記
録
の
種
類
等
を
確
認
し
た
上
、
最
高
裁
判
所
が
別
に
定

ら
な
い
。

返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

び
整
理
票
の
送
付
を
受
け
た
場
合
に
は
、
傍
受
の
原
記
録

に
認
印
し
て
、
こ
れ
を
係
書
記
官
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な

′
、

！

一
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事務総局会議（第22回）議事録

6日 （火）午前10時00分～午前1日時令和4年7月‘2 0時20分

し

場所，総局会議室
’

’
1 出席

者

堀田事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、氏本経理局長、門田民

事局長兼行政局長、吉崎刑事局長、手嶋家庭局長、板津秘書課長兼広報

課長、染谷審議官兼情報政策課長、後藤審議官
’
1

1

令和4年度外国出張計画について

板津秘書課長､門田民事局長兼行政局長及び吉崎刑事局長説明（資料）
議事

’
1
I

I

L

｜
’ ●

１
１
ｊ
Ｉ
０
１
ｌ
ｂ
Ｉ
‐
１
．
．
７
０
０
６
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
１
Ｄ
Ｉ
ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
．
１
１
０
Ｊ
１
Ⅱ
ｌ
Ｉ
４
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ト
ー
ｆ
Ｉ
Ｇ
Ｉ
６
ｌ
６
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
，
Ｉ

I

結果◎ 了承

●秘書課長 板 津 正
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事務総局会議資料
（ウ月16画闇催）

令和4年度外国出張計画

国際会議 合計4人

(1) 商事裁判所常設国際フォーラム（オーストラリア、約5日間) 【民事局】

裁判官1人

(2)韓国量刑委員会国際会議（韓国、約3日間） 【刑事局】

裁判官1人

(3)韓国特許法院主催国際知的財産裁判所会議(韓国、約5日間） 【行政局】

裁判官1人

(4)世界知的所有権機関(WIPO)主催知財事件担当判事フォーラム

(スイス、約6日間） 【行政局】 裁判官1人
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